
対処の仕⽅
○気象庁より翌⽇(休⽇をはさむ場合は休⽇後の学校
 開校⽇）の在校時に台⾵等による「暴⾵警報」が発令
 される予報が出されたとき                     

↓
状況によって早めの下校をする

※ 早めに下校する場合は，連絡メール配信をする。
 

 テレビ・ラジオを通して，台⾵の動きや警報の発令
状況をつかむ（ＮＨＫの気象情報を基準とする）
○午前７時の時点で「暴⾵警報」が発令中のとき

↓
休校とする

※午前１０時の時点で「暴⾵警報」が解除されていても，休校となります。

※その他の警報（⼤⾬，洪⽔等），防災情報（記録的短時間⼤⾬情報等）が発表され，⾃然災害の
 発⽣及び登校時の危険などが 危惧（⼼配）される時は，対処⽅法を検討し，「休校・待機」の場合は
 連絡メールを配信する。

○ 警報解除（台⾵通過）まで学校にとどまる

※ 台⾵の動きによっては，早めに下校することもある。

○ 午後３時を過ぎても「暴⾵警報」が解除されない時

↓
適切な⽅法で下校する

※ 保護者と連絡を取り，下校⽅法を検討する。


